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告 示■

◎群馬県告示第３７７号

特定工場等において発生する騒音について規制する地域等の指定の告示（平成１２年群馬県告示第５５３号）の

一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

平成２７年１２月１１日

群馬県知事 大 澤 正 明

表前橋市の部第２種区域の項２中「市街化調整区域の区域」の次に「（多田山産業団地の一部（前橋市の区域）

を除く。）」を加え、同部第３種区域の項２の次に次のように加える。

３ 多田山産業団地の一部（前橋市の区域）

表高崎市の部第４種区域の項中５を削り、６を５とし、７から１８までを１項ずつ繰り上げる。

表伊勢崎市の部第３種区域の項２中「２級１９号線」を「２１９号線」に改め、同項中１６を１８とし、１５を

１７とし、１４の次に次のように加える。

１５  赤堀鹿島工業団地の区域

１６  多田山産業団地の区域

表伊勢崎市の部第４種区域の項２中「２０４号線」の次に「、（境）１－１号線、同１－２号線」を加え、同項

３中「囲まれた」の次に「一般県道伊勢崎新田上江田線以南の」を加える。

表みどり市の部第３種区域の項１２中「胴高助」を「同高助」に改める。

◎群馬県告示第３７８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成２７年１２月１１日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

一般国道 １２２号 館林市赤土町字赤土８０２番地先から同市同字同７９５番 平成２７年１２月１５日
の２地先まで

◎群馬県告示第３７９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成２７年１２月１１日
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群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

一般国道 １４５号 吾妻郡中之条町大字伊勢町字鳥居原５５１番の１地先から 平成２７年１２月１１日
同郡同町大字同字同５４６番の１地先まで

◎群馬県告示第３８０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成２７年１２月１１日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

一般国道 ３５４号 佐波郡玉村町大字南玉７３２番の１地先から同郡同町大字 平成２７年１２月２３日
下之宮２４０番の１地先まで

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ

部県民生活課において縦覧に供する。

平成２７年１２月１１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２７年１１月２４日

２ 特定非営利活動法人の名称 ＮＰＯ法人わくわく広場の会

３ 代表者の氏名 岡本拡子

４ 主たる事務所の所在地 高崎市中居町一丁目１４番地２ヴィラフルールＡ２０１号

５ 定款に記載された目的 この法人は、広く一般市民を対象として、子どもの健全育成に関する事業を中心に、

未来を拓くすべての子どもの健やかな成長を支えるための福祉の増進、社会教育、まちづくりの推進、学術、文

化、芸術の振興、人権擁護や平和の推進及び国際協力や地域社会の発展に寄与することを目的とする。
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労働組合法（昭和２４年法律第１７４号）第１９条の１２第３項及び労働組合法施行令（昭和２４年政令第２３

１号）第２１条第１項の規定により、群馬県労働委員会の労働者委員について、補欠の委員２人を任命するので、

推薦資格を有する労働組合は、次により労働者委員の候補者を推薦してください。

平成２７年１２月１１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 推薦資格 労働者委員候補者の推薦資格は、群馬県内のみに組織を有する労働組合であり、かつ、群馬県労働

委員会から労働組合法第２条及び第５条第２項の規定に適合すると認められたものであること。

２ 被推薦者の資格 労働組合法第１９条の４の欠格条項に該当しない者であること。

３ 推薦手続 推薦資格を有する労働組合は、推薦書（別記様式）に被推薦者の履歴書及び群馬県労働委員会から

交付された労働組合法適合証明書の写しを添えて、群馬県産業経済部労働政策課へ提出すること。

４ 推薦書類の受付期間 平成２７年１２月１１日から平成２８年２月１９日まで
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別記様式

推 薦 書

年 月 日

群馬県知事 大 澤 正 明 あて

所 在 地

名 称

代表者氏名 印

労働組合法施行令第２１条の規定により、群馬県労働委員会の労働者委員候補者として、下記の者を推薦しま

す。

記

所属団体 労 働 組 合 法
所属団体の名称及びその事

氏 名 生年月日 における 略 歴 第１９条の４
務所の所在地

地 位 該 当 の 有 無
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都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

館林都市計画新住宅市街地開発事業を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

平成２７年１２月１１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画新住宅市街地開発事業（板倉ニュータウン）

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 邑楽郡板倉町朝日野一丁目、朝日野四丁目、泉野二丁目及び泉

野三丁目の各一部並びに朝日野三丁目及び泉野一丁目の区域の全域

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県館林土木事務所及び板倉町都市建設課

４ 縦覧期間 平成２７年１２月１１日（金）から同月２５日（金）まで

公安委員会告示■

◎群馬県公安委員会告示第５３号

犯罪被害者等早期援助団体に関する規則（平成１４年国家公安委員会規則第１号）第３条第１項の規定により、

犯罪被害者等早期援助団体から名称等の変更について届出があったので、同条第３項の規定により、次のとおり公

示する。

平成２７年１２月１１日

群馬県公安委員会委員長 塚 越 裕 子

団体の名称 変更の種類 事務所の名称 事務所の所在地 変更年月日

公益社団法人被害者支援 援助事業を行う事 群馬県性暴力被害者 群馬県高崎市若松 平成２７年６月２５日
センターすてっぷぐんま 務所の新設 サポートセンター 町９６番地

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

平成２７年１２月１１日

群馬県立心臓血管センター院長 大 島 茂

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 群馬県立心臓血管センター総合医療情報システム 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立心臓血管センター事務局経営課 群馬県前橋市

亀泉町甲３－１２

３ 落札者を決定した日 平成２７年１１月１９日

４ 落札者の名称及び所在地 富士通株式会社群馬支店 群馬県高崎市栄町１４－５

５ 落札金額 ６２６，４００，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成２７年８月２８日
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